
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

会 議 の 名 称 令和６(2024)年度第３回栃木県ケアラー支援推進協議会 

会議の公開について 公開・非公開 

（ 概 要 ） 

１ 日 時  令和７(2025)年３月６日（金）14時00分から15時30分まで 

 

２ 場 所  県公館 大会議室 

 

３ 出席者  委員16名 

  

４ 議 事 

（１）ケアラー支援ガイドライン（案）について 

事務局から「ケアラー支援ガイドライン（案）」について説明し、質疑応答

を行った。 

 

（２）ケアラー支援に向けた重点的取組の状況について 

事務局から「ケアラー支援に向けた重点的取組の状況」について説明し、質

疑応答を行った。 

 

（３）令和７(2025)年度の広聴計画について 

事務局から「令和７(2025)年度の広聴計画」について説明した。 

 

【会議全体を通しての委員からの主な意見】 

・ケアラーの中には子育てをしている方や気遣い等の情緒的ケアを担っている方な

ども含まれるということを示すべき。 

・子どものニーズを直接的に捉えるためには、子どもの居場所等の情報を整理し、

本人に提示することが必要。 

・自分の状況をどこに相談すべきか分からないという方も多いと思うが、どこに相

談しても大丈夫だということを伝えるなど、相談の敷居を低くできると良い。 

・現場の相談窓口等においてはコーディネート力が求められると思うが、そうした

人材育成の仕方も含め、取組全体をパッケージとして設計できると良い。 

・小中学校では、メール配信システム等でPDFデータ等を送信できる。生徒たちも１

人１台端末を持ち、QRコードの活用やWeb会議の実施など、自在に使いこなしてい

る状況。子ども向けの情報を大人が与えるというよりも、子どもが自力で情報に

たどり着けることを想定しながら、普及啓発の仕方を工夫できると良い。 

問合わせ先 

栃木県保健福祉部保健福祉課地域福祉担当 

（栃木県ケアラー支援推進協議会事務局） 

電 話０２８－６２３－３０４７ ＦＡＸ０２８－６２３－３１３１ 


